
１．はじめに

　この保育士転入奨励助成制度は、神奈川県外に住所を有し、藤沢市内の保育施設へ

の就職を希望する保育士を対象に、就職活動費、転入費用を助成するものです。

※保育施設・・・法人または個人が運営する施設

（1）児童福祉法第３９条第１項に規定する 保育所

（2）認定こども園法第２条第６項に規定する 認定こども園

（3）児童福祉法第２４条第２項に規定する 小規模保育事業所・家庭的保育事業所

２．助成対象事業

３．助成対象者（就業体験等交通費支給事業）

　次に掲げる要件のいずれにも該当する方

（1）保育士資格を取得していること。（取得見込み、指定保育士養成施設在籍を含む。）

（2）神奈川県外に居住し、藤沢市内の保育施設に就職を希望していること。

（3）過去に同事業の助成金交付を受けていないこと。

　　助成対象者（就業開始資金支給事業）

　次に掲げる要件のいずれにも該当する方

（1）保育士資格を取得していること。（取得見込みを含む。）

（2）神奈川県外に居住し、藤沢市内の保育施設に常勤として新規雇用され、

藤沢市内に住民登録がある方（予定含む。）

（3）過去に同事業の助成金交付を受けていないこと。

４．助成額等

※　交通費は次の表のとおり居住地に応じ金額を決定

就業体験等交通費支給事業
藤沢市内の保育施設において、保育の業務に係る面接、職場
体験等を行う際に必要となる交通費を支給する事業

藤沢市保育士転入奨励助成金

就業開始資金支給事業
藤沢市内の保育施設に常勤として新規雇用され、就業を開始
するための資金を支給する事業

就業体験等交通費支給事業

就業開始資金支給事業

保育施設までの交通費　※

３千円～５万円

引っ越し費用・家財道具購入費用

１０万円



５．申込方法

　保育士転入奨励助成金を受けようとする方は、助成対象となってから３か月以内に

藤沢市保育士転入奨励助成金交付申請書（第１号様式）と添付書類を提出してください。

　　添付書類（就業体験等交通費支給事業）

　事業完了後に次の書類を提出してください。

（1）就業体験等実施報告書（第２号様式）

（2）保育士証の写し（資格取得見込証明書、指定保育士養成施設の在籍証明でも可）

（3）住民票の写し

　　添付書類（就業開始資金支給事業）

　事業完了後に次の書類を提出してください。

（1）雇用証明書（第３号様式）

（2）保育士証の写し（資格取得見込証明書）

（3）住民票（直近３か月以内）の写し

６．助成金の交付

　助成金の交付については、請求書にて指定いただいた口座に振り込みます。

７．Ｑ＆Ａ

Ｑ　就業体験等交通費支給事業と就業開始資金支給事業は同時申請が必須ですか？

Ａ　時期が同時期とは限らないので別々の申請でも大丈夫です。

≪書類の提出先及びお問い合わせ先≫

藤沢市役所　子ども青少年部　保育課　保育園運営担当

　 住所 ： 〒251-8601　藤沢市朝日町１番地の１　本庁舎３Ｆ

電話 ： 0466-25-1111（代表）

0466-50-3526（直通）


